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はじめに 

本市では、平成１１年に制定された「男女共同参画社会基本法」、平成１２年に策定された

「男女共同参画基本計画」の理念に基づき、平成１４年３月に「佐世保市男女共同参画計画

（平成２０年３月改訂）」を策定し、総合的・計画的に施策を進めることにより、男女共同参

画による真に豊かな「パートナーシップをめざすわが街佐世保」の実現を図ってきました。 

また、平成１８年３月には、男女共同参画社会の実現を一層推し進めるために、「佐世保市

男女共同参画によるまちづくり条例」を制定しました。 

平成２５年３月「第２次佐世保市男女共同参画計画」、平成３０年３月「第３次佐世保市男

女共同参画計画」、令和５年３月「第４次佐世保市男女共同参画計画」を策定いたしました。 

この報告書は、同条例に基づき、「佐世保市男女共同参画計画」の実施状況を取りまとめた

ものです。 

 

令和７年１２月 
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基本目標  Ⅰあらゆる分野における女性の参画拡大   

 

主要課題 （1）政策･方針決定過程への女性の参画拡大 

数値目標 
実績値 

R3 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 
目標値 担当課 

１ 附属機関の女性委員比率 27.5％ 29.7% 30.8%   ★ 40％ 総務課 

２ 一般行政職の管理職（課長以上）
に占める女性の割合 

9.3％ 8.6％ 9.6％   ★ 10％ 職員課 

                                                                          ★は目標達成年度 

  

具体的施策 １ 審議会等への女性の参画促進 該当頁 P31 

取り組み項目 （１）女性委員の積極的登用 

具体的な内容 民間から登用する審議会等の委員について、女性委員の推薦への配慮を依頼し、女性委員の参画がない審議会等の解消に努めます。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

総務課（●1） ・団体への委員推薦依頼に

女性委員の推薦への配慮を

記載することを徹底した。 

 

 

・団体への委員推薦依頼に

女性委員の推薦への配慮を

記載することを徹底した。 

 

   

取り組み項目 （２）人材の育成及び参画 

具体的な内容 政策方針決定過程の場への参画を図るために、人材の育成に努め、また各分野で活躍中の女性の参画を促します。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

人権男女共同
参画課 

・女性人材登録者の紹介を

行った。 

 

 

 

・女性人材登録者の人材確

保に向けた検討を行った。 
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具体的施策 ２ 市における管理職への女性職員の登用推進 該当頁 P31 

取り組み項目 （１）女性の管理職への積極的登用 

具体的な内容 意欲と能力のある女性職員を管理職へ積極的に登用します。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

職員課（●2） R5.4.1現在 

・一般行政職の管理職（課

長以上） 13人、8.6% 

・全部局の女性管理職（課

長以上） 21人、10.2% 

 

R6.4.1現在 

・一般行政職の管理職（課

長以上） 15人、9.6% 

・全部局の女性管理職（課

長以上） 22人、10.7% 

   

取り組み項目 （２）能力開発のための研修実施 

具体的な内容 女性職員が能力を十分に発揮し、キャリアアップできるよう自治大学、市町村アカデミー等の研修機関へ積極的に派遣します。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

職員課 ・市町村アカデミー等への派

遣 11名 

・市町村アカデミー等への派

遣 7名 

 

   

 

 

主要課題 （２）地域における男女共同参画の推進 

数値目標 
実績値 

R3 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 
目標値 担当課 

３ 地区自治協議会役員に占める女
性の割合 

13.9％ 15.8％ 16.8％   ★ 20.0％ 
コミュニティ・協働
推進課 

４ 「させぼお仕事情報プラザ」におけ
る就業あっせん者数（各年） 

66人 41人 53人   ★ 73人 商工労働課 

★は目標達成年度 
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具体的施策 ３ 地域社会における男女共同参画の促進 該当頁 P33 

取り組み項目 （１）地域団体における女性の意見を反映させる仕組みづくりに向けた啓発の推進 

具体的な内容 
地域におけるまちづくり活動に女性の意見や考え方を反映できるよう、住民自治組織に対し、女性の意見を聞く場や雰囲気づくりのほか、

役員登用に対する理解を深め、担い手として活躍いただけるよう、啓発を行います。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

コミュニティ・協
働推進課（●3） 

地域住民自治組織内での

女性の意見を聞く雰囲気や

風潮が徐々に浸透しつつあ

り、その成果として女性の割

合が上がった。 

R6 年度は、女性参加の意

義を理解していただくため

に、地区自治協議会へ啓発

チラシの配布を行う予定とし

ている。 

 

地域住民自治組織内での

女性の意見を聞く雰囲気や

風潮が徐々に浸透しつつあ

り、その成果として女性の

割合が上がった。 

R6 年度には、女性参加へ

の意義を理解していただく

ために、地区自治協議会へ

啓発を行った。 

   

取り組み項目 （２）市民活動の支援 

具体的な内容 
・男女共同参画社会の形成を目的とした団体の活動を促進するため、拠点施設であるスピカでの活動を支援します。 

・新規の団体登録や若い世代の活動が広がるような取り組みについて検討を進めます。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

人権男女共同
参画課 

・登録団体数 13 

・登録団体のセンター利用：

年間延 275回 3,462 人 

・男女共同参画週間でワー

クショップやパネル展示への

支援を実施。 

・スピカ登録団体と共催事業

を実施 

（3 回実施、参加団体 5 団

体） 

 

 

・登録団体数 11 

・登録団体のセンター利用：

年間延 274回 3,616人 

・男女共同参画週間でワー

クショップやパネル展示へ

の支援を実施。 

・スピカ登録団体と共催事

業を実施 

（3 回実施、参加団体 5 団

体） 
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具体的施策 ４ 国際的視野を広げ、国際交流を推進 該当頁 P33 

取り組み項目 （１）国際交流や国際理解促進の取り組み 

具体的な内容 
海外姉妹都市等との交流により、その国の文化や生活習慣などの情報を得て多様性に触れることで、異文化への理解と共生への意識が

向上し、男女共同参画推進の取り組みへも貢献します。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

文化国際課 ・海外姉妹都市等との交流

事業実施件数：11 件（うち 3

件がオンライン） 

・JET プログラム国際交流

員による市民向け講座参加

者数：延べ 111名 

・海外姉妹都市等との交流

事業実施：14件 

・JET プログラム国際交流

員による講座の実施 

［ 図書館講座：7回 82名、 

出前講座：8回、 

料理教室：6回 66名 ］ 

 

 

   

 

具体的施策 ５ 農林水産業等自営業における女性への支援 該当頁 P33 

取り組み項目 （１）女性農業者への支援 

具体的な内容 
女性農業者に対し、認定農業者の認定推進を図ります。また、組織が行う、研修会・交流会などの活動への助言等を含めた支援を行いま

す。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

農政課 ・女性農業者の認定農業者

の新規認定や再認定の推

進を行った。女性農業者組

織の活動に対し、補助を行

った。（実績） 

・認定農業者 397 経営体う

ち女性を含む経営体は 13 

・JA 女性部への補助（1 件

100千円） 

 

 

 

・女性農業者の認定農業者

の新規認定や再認定の推

進を行った。女性農業者組

織の活動に対し、補助を行

った。（実績） 

・認定農業者 380 経営体う

ち女性を含む経営体は 13 

・JA 女性部への補助（1 件

100千円） 

   

8



 

 

取り組み項目 （２）経営への参画促進 

具体的な内容 広報誌等での周知を行い、女性の労働力を正しく評価した家族経営協定締結の促進を図ります。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

農業委員会 新規締結数 ３家族 

R6.3.31現在 延べ 225家族 

新規締結数 １家族 

R7.3.31現在 延べ 226家族 

   

取り組み項目 （３）漁業施設における就労環境の整備の推進 

具体的な内容 漁港等において、誰もが働きやすい施設環境を整備し、作業の効率化を図ります。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

水産課 漁業活動の効率化等を図る

ため、共同施設等の改修等

に対し、補助を行った。 

（9件 263,093千円） 

漁業活動の効率化等を図

るため、共同施設等の改修

等に対し、補助を行った。 

（5件 156,143千円） 

   

 

 

主要課題（３）女性のライフステージに応じたキャリア形成の支援 

具体的施策 ６ 職業意識の育成 該当頁 P36 

取り組み項目 （１）学校教育における職業意識の育成 

具体的な内容 発達段階に応じたキャリア教育を通じて、自分らしい生き方を実現しようとする意欲・態度の育成を図ります。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

学校教育課 地域や学校の特色を生かした

キャリア教育を実施し、児童生

徒が自分の生き方を見つめた

り考えたりする機会となった。 

地域や学校の特色を生かした

キャリア教育を実施し、児童生

徒が自分の生き方を見つめた

り考えたりする機会となった。 

   

取り組み項目 （２）多様な分野に触れる機会の提供 

具体的な内容 性別にかかわらず将来あらゆる職業を選択できるように、多様な分野のセミナーを実施します。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

人権男女共同
参画課 

「理系が好きな女の子セミナ

ー」の開催（1 回実施、参加

者 41人） 

「理系が好きな女の子セミナ

ー」の開催（1 回実施、参加

者 38人） 
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具体的施策 ７ 再就職希望者に対する援助の充実 該当頁 P36 

取り組み項目 （１）離職者の再就職支援 

具体的な内容 妊娠・出産や介護等で離職した女性が再就職できるように関係機関と連携して支援を行います。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

商工労働課 
（●4） 

独自の求人(※)及びハロー

ワークと連携し、相談人数

68 人、うち新規求職登録者

41 人への再就職支援を行

った。 

 

 

独自の求人(※)及びハロー

ワークと連携し、相談人数

105 人、うち新規求職登録

者 53 人への再就職支援を

行った。 

   

 

具体的施策 ８ 起業を目指す女性への支援 該当頁 P36 

取り組み項目 （１）起業を目指す女性への情報提供 

具体的な内容 
・関係機関と連携し、女性が起業して社会進出するための情報提供等を行います。 

・ＶＳＩＤＥ（産業支援センター）において、起業を目指す方に対して相談や支援を行います。また、貸事務室の提供も行います。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

人権男女共同
参画課 

長崎県雇用労働政策課が

主催する「在宅ワークスキ

ルアップ講座」がスピカで開

催され、後援を行った。 

 

 

商工労働課が主催する「デ

ジタル人材育成講座」のチ

ラシをスピカに設置し、情報

提供を行った。 

   

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

商工労働課 VSIDE（産業支援センター）

に常駐する 2 名の産業コー

ディネータにより、創業を志

す方や経営相談を求める事

業者に対して、相談支援等

(※)を行った。 

 

VSIDE（産業支援センター）

に常駐する 2 名の産業コー

ディネータにより、創業を志

す方や経営相談を求める事

業者に対して、相談支援等

(※)を行った。 
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具体的施策 ９ 女性の職域拡大と能力開発のための啓発 該当頁 P36 

取り組み項目 （１）職業能力開発へ向けた啓発 

具体的な内容 
国、県・企業などの関係機関と連携し、デジタル人材育成を始めとした能力開発セミナー、各種職業訓練や学び直しの支援制度に関する情

報提供などを行い、職業能力開発の啓発に努めます。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

商工労働課 国及び県の職業訓練機関

について情報発信を適宜実

施し、資格試験等の情報も

市ＨＰで広報した。 

 

 

国及び県の職業訓練機関

について情報発信を適宜実

施し、資格試験等の情報も

市ＨＰで広報した。 

   

人権男女共同
参画課 

「女性のためのＩＴ活用セミナ

ー」の開催（1 回実施、参加

者 9人） 

 

 

「女性のための便利アプリ

活用術」の開催（1 回実施、

参加者 24人） 
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基本目標Ⅱ 誰もが能力を発揮し、多様な働き方ができる環境づくり   

 

主要課題（４）雇用の場における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和の実現 

数値目標 
実績値 

R3 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 
目標値 担当課 

５ 男女共同参画や女性活躍等に関
するセミナー等の受講事業所数 

0事業所 15事業所 36事業所   ★ 
15 事業所

以上 

人権男女共同参画
課 

★は目標達成年度 

  

具体的施策 10 雇用の機会確保と雇用の場における環境整備の推進 該当頁 P40 

取り組み項目 （１）育児介護休業制度の普及 

具体的な内容 国・県など関係機関との連携により、育児・介護休業制度など各種制度の普及啓発に取り組み、働きやすい環境づくりの啓発に努めます。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

商工労働課 国・県の認定制度及びセミ

ナー開催についての周知

を、市広報誌及びＨＰ、また

当課運営のサイトに掲載し、

普及啓発に取り組んだ。 

 

 

 

国・県の認定制度及びセミ

ナー開催についての周知

を、市広報誌及びＨＰ、また

当課運営のサイトに掲載し、

普及啓発に取り組んだ。 

   

取り組み項目 （２）雇用の創出や充実のための企業誘致の促進 

具体的な内容 多様な就労の場の確保や、雇用の場の創出のため、市外企業の誘致及び市内企業の規模拡大の設備投資を促進します。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

企業立地推進
室 

新たに 2 件の企業誘致（増

設 2件）が決定し、新規雇用

計画人数 227名増。 

 

 

 

新たに 3 件の企業誘致（新

設１件、増設 2 件）が決定

し、新規雇用計画人数 65名

増。 
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取り組み項目 （３）住民基本台帳への旧姓併記 

具体的な内容 本人からの届け出に対応し、住民基本台帳及びマイナンバーカードへ旧姓を併記します。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

戸籍住民窓口
課 

住民票等・印鑑登録証明書

へ旧姓の併記ができるよう

適切に対応を行った。 

申出件数 ２７件 

 

住民票等・印鑑登録証明書

へ旧姓の併記ができるよう

適切に対応を行った。 

申出件数 ２０件 

   

取り組み項目 （４）事業主の取り組み促進 

具体的な内容 
・働きやすい環境づくりや女性の活躍に取り組む事業所を増加させるため、女性活躍応援宣言登録制度を普及させます。 

・他の事業所の参考となるよう登録事業所の取り組み内容を広報等で紹介します。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

人権男女共同
参画課 

・応援宣言への登録を勧め

た。R5登録15社、累計208

社。 

 

・応援宣言への登録を勧め

た。R6登録20社、累計228

社。 

   

企業立地推進
室 

誘致企業へ「女性活躍応援

宣言登録制度」の紹介を行

ったが、登録した企業は 0

社。 

 

誘致企業へ「女性活躍応援

宣言登録制度」の紹介を行

ったが、登録した企業は 0

社。 

   

取り組み項目 （５）させぼ女性活躍推進協議会による啓発推進 

具体的な内容 
させぼ女性活躍推進協議会により市や国、関係団体の連携を強化し、事業主への啓発や、女性向けの研修等を行い、市内の女性活躍の

取り組みを推進します。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

人権男女共同
参画課 

・県立大学との連携で「男女

共同参画について」の講義

を行った。 

 

・県立大学との連携で「男女

共同参画について」の講義

を行った。 
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具体的施策 11 両立のための職場における啓発促進 該当頁 P40 

取り組み項目 （１）ワーク・ライフ・バランスの率先推進及び普及啓発 

具体的な内容 
・市役所自らが、「イクボス宣言」等を通じワーク・ライフ・バランスの推進に向けた取り組みを行います。 

・誰もがワーク・ライフ・バランスが取れるような職場となるよう市内事業所に対しイクボスの普及啓発を行います。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

人権男女共同
参画課（●5） 

・令和５年度女性活躍応援

宣言登録事業所へイクボ

ス研修を実施した。 

（受講事業所：15事業所） 

（受講者：17名） 

・女性活躍応援宣言登録

事業所へ女性活躍推進セ

ミナーを実施した。 

（受講事業所：36事業所） 

（受講者：45名） 

   

取り組み項目 （２）事業所への意識啓発 

具体的な内容 男女共同参画や女性活躍に関する出前講座を事業所で行い、社員や管理職の意識啓発を促進します。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

人権男女共同
参画課 

出前講座回数 1回 

（中堅教諭研修：12名） 

出前講座回数 2回 

（初任・中堅教諭研修：100名） 

（事業所研修：34名） 

   

 

具体的施策 12 多様な働き方を可能とする就業環境の整備 該当頁 P41 

取り組み項目 （１）多様な働き方や就労環境の整備に関する支援制度の普及 

具体的な内容 
市内企業に対して、国・県が実施するセミナーや補助制度の周知及び申請支援などを行うことで、在宅就労などの働き方改革や社員のワ

ーク・ライフ・バランスへの取り組みを啓発し、就業環境の整備を推進します。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

商工労働課 国・県が実施するセミナー等

の広報周知を行ったほか、

「デジタル化支援事業補助金

(※)」により、テレワークやウ

ェブ会議システムなど、ＩＴツ

ールの導入による非接触型

の職場環境整備に取り組ん

だ。 

国・県が実施するセミナー

等の広報周知を行ったほ

か、「デジタル化支援事業

補助金(※)」により、テレワ

ークやウェブ会議システム

など、ＩＴツールの導入によ

る非接触型の職場環境整

備に取り組んだ。 
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具体的施策 13 ハラスメント防止のための啓発 該当頁 P41 

取り組み項目 （１）職場におけるハラスメントを防止する環境づくり 

具体的な内容 佐世保市人権啓発推進協議会等との連携により市内企業・団体に向けた人権教育を行い、セクハラ・パワハラ等防止の啓発に努めます。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

人権男女共同
参画課 

・申込みのあった市内の１企

業へ講師を派遣し、人権等

に関する研修会を実施した

（１社 46人） 

・労働局主催の雇用主説明

会において啓発を行った。 

・申込みのあった市内の１企

業へ講師を派遣し、人権等

に関する研修会を実施した

（１社 42人） 

・労働局主催の雇用主説明

会において啓発を行った。 

   

取り組み項目 （２）市職員へのハラスメント防止へ向けた啓発 

具体的な内容 
・「佐世保市職員のハラスメント防止に関する要綱」について、市職員への周知を図ります。 

・研修等の実施により防止啓発を行います。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

職員課 ・課長職以上を対象に市町

職員研修センター研修「ハラ

スメント防止研修」を実施。 

受講者 150名 

・課長補佐級職員を対象に

市町職員研修センター研修

「ハラスメント防止研修」を実

施。 受講者 249名 

   

 

 

具体的施策 14 働く環境における女性のヘルスケア 該当頁 P41 

取り組み項目 （１）働く女性に対するヘルスケアの啓発 

具体的な内容 女性活躍応援宣言登録事業所で働く女性に対してメンタルヘルスケアなど県が主催する講座を周知し、参加者確保に努めます。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

人権男女共同
参画課 

・女性活躍応援宣言登録事

業所へチラシの配付を行っ

た。 

 

・女性活躍応援宣言登録事

業所へチラシの配付を行っ

た。 
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取り組み項目 （２）事業所に対するヘルスケアの啓発 

具体的な内容 
・国・県が実施しているセミナーなどを事業所へ周知・啓発し、働き世代の健康づくりを推進します。 

・地域・職域連携による啓発により、市内企業における「健康経営」の取り組みを推進します。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

商工労働課 
 

・国・県の制度についての周

知広報を、市ＨＰ及び当課

運営のサイトに掲載した。 

・国・県の制度についての周

知広報を、市ＨＰ及び当課

運営のサイトに掲載した。 

   

人権男女共同
参画課 

県が主催する講座の案内を

女性活躍応援宣言登録事

業所へ行った。 

県が主催する講座の案内を

女性活躍応援宣言登録事

業所へ行った。 

   

健康づくり課 ・出前講座 1件 

・職域向けの出前講座の周

知をホームページ上へ掲載

した。 

・出前講座 3件 

・職域向けの出前講座、健

康づくりに関する物品の貸

出についてホームページへ

掲載した。 

   

 

 

具体的施策 15 家庭生活における男女共同参画の促進 該当頁 P41 

取り組み項目 （１）家事・育児・介護への男性の参画促進 

具体的な内容 
家事・育児・介護への男性の参画推進を図るために、子育てが楽しめるようなイベントの実施や家事・育児・介護への参加を促す講座を開

催します。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

幼児教育センタ
ー 

①親子ふれあい遊び（１回） 

参加者数：125人（大人の参

加者数59人。うち父親は23

人） 

②父親向け育児講座(※) 

（１回：YouTube配信） 

視聴回数：145回 

 

親子ふれあい遊び（１回） 

参加者数：142人（大人の参

加者数71人。うち父親は32

人） 
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担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

人権男女共同
参画課 

親子クッキング 開催 1回 

参加者 12組（24人） 

（大人 12 人うち男性 2 名、

子ども 12人） 

親子クッキング 開催 2回 

参加者 16組（32人） 

（大人 16 人うち男性 3 名、

子ども 16人） 

   

 

 

主要課題（５）子育て・介護等の支援体制の充実 

数値目標 
実績値 

R3 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 
目標値 担当課 

６ 保育所待機児童数 

（10月 1日現在） 
0人 0人 0人   ★ 0人 保育幼稚園課 

７ 放課後児童クラブ待機児童数 

（5月 1日現在） 
0人 4人 6人   ★ 0人 子ども政策課 

★は目標達成年度 

 

具体的施策 16 子育て支援策の充実 該当頁 P43 

取り組み項目 （１）多様な利用者のニーズに対応した保育サービスの充実 

具体的な内容 
子育てと仕事の両立支援のため、延長保育や病児保育、障がい児保育など利用者の幅広い保育ニーズに対応するとともに、施設の環境

整備を計画的に進めるなど、保育の質の確保、保育サービスの充実に努めます。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

保育幼稚園課
（●6） 

①延長保育(※) 

58施設に補助 

延べ利用人数 105,233人 

②病児保育(※) 

5施設に委託 

延べ利用人数 1,914 人 

③障がい児保育(※) 

37施設に補助 

対象児童 59人 

①延長保育(※) 

62施設に補助 

延べ利用人数 100,440人 

②病児保育(※) 

5施設に委託 

延べ利用人数 2,001人 

③障がい児保育(※) 

39施設に補助 

対象児童 66人 
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取り組み項目 （２）放課後児童への支援体制の充実 

具体的な内容 

・留守家庭児童対策として、放課後児童クラブ(※)の設置を推進し児童の健全育成を図ります。 

・小学校施設を主な活動拠点として、学校・家庭・地域が連携して、放課後や休日における子どもたちに豊かな体験と安全安心な居場所を

提供する放課後子ども教室の設置を推進するとともに、活動の周知・広報に努めます。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

子ども政策課
（●7） 

R5.10 大野小学校区に１ク

ラブ新規開設を行った。 

 

R6.10 大塔小学校区に１ク

ラブ新規開設を行った。 

 

   

社会教育課 各小学校区に学校・家庭・

地域の連携組織を形成し、

放課後子ども教室を実施し

た。 （実績）27教室 

 

各小学校区に学校・家庭・

地域の連携組織を形成し、

放課後子ども教室を実施し

た。 （実績）26教室 

   

取り組み項目 （３）子育てに関する相談支援体制の整備 

具体的な内容 

・地域全体での子どもと子育てを支援するため、情報の発信や地域子育て支援センター(※)、ファミリーサポートセンターの利用促進、子育

て支援団体とのネットワークを深めます。 

・子育ての不安に対し臨床心理士や保育士等による支援を行い、児童虐待等の未然防止等の推進に努めます。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

子ども政策課 ・ファミリーサポートセンター

事業(※)（実績） 

提供会員  187人  

依頼会員 2,203人  

両方会員   61人 

利用件数 2,718件 

・地域のサークルでの支

援、0 歳の会や小グループ

の会等を開催して保護者の

育児不安の軽減を図った。 

・ファミリーサポートセンター

事業(※)（実績） 

提供会員  149人  

依頼会員 2,467人  

両方会員   50人 

利用件数 3,160件 

・SNS を活用した広報を行

い利用促進を図った。 

 

   

子ども子育て応
援センター（す
こやか子どもセ
ンター） 

・子どもに関する総合相談

窓口として、児童虐待対応

を含む相談支援を行った。 

延べ相談件数 4,438件  

・子どもに関する総合相談

窓口として、児童虐待対応

を含む相談支援を行った。 

延べ相談件数 3,763件 
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担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

子ども発達セン
ター 

育児相談件数 延 2,944件 

親子交流広場や支援グル

ープ開催時、電話等で保育

士等が相談支援を行った。 

育児相談件数 延 2,566件 

親子交流広場や支援グル

ープ開催時、電話等で保育

士等が相談支援を行った。 

   

保育幼稚園課 ①わいわい広場 532回  

延べ 10,544人 

②たんぽぽ 84回  

延べ 1,179人 

③育児講座 31回  

延べ 788人 

④育児相談 1,150件 

⑤すくすく親子教室 151回  

延べ 1,100人 

①わいわい広場 528回  

延べ 8,649人 

②たんぽぽ 78回  

延べ 1,006人 

③育児講座 33回  

延べ 595人 

④育児相談 649件 

⑤すくすく親子教室 87回  

延べ 923人 

   

 

具体的施策 17 介護支援策の充実 該当頁 P43 

取り組み項目 （１）要介護高齢者等のニーズに応じた介護サービスの充実 

具体的な内容 
要介護高齢者等が、地域で自立した生活を送ることができるように、介護や福祉サービスの充実を図るとともに、介護をしている家族等に

対する支援に努めます。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

長寿社会課 例年、介護を行っている家族を

身体的・精神的・経済的側面か

ら支援するため、介護教室

(※)・介護者リフレッシュ事業

(※)・おむつ購入費支給事業

(※)等を実施しているが、介護

教室は開催を希望する事業所

が減少している影響もあり、当

初計画より回数を削減して実施

し、介護者リフレッシュ事業は

日帰り旅行を予定していたが、

参加希望者が最少催行人数に

達しなかったため中止した。 

例年、介護を行っている家族を

身体的・精神的・経済的側面か

ら支援するため、介護教室

(※)・介護者リフレッシュ事業

(※)・おむつ購入費支給事業

(※)等を実施しているが、介護

教室は開催を希望する事業者

が減少していること、佐世保市

出前講座など別の事業で代替

が可能であることから令和 5年

度で廃止した。介護者リフレッ

シュ事業ではランチ交流会を 1

回開催し、8名が参加した。 
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主要課題（６）教育を通じた男女共同参画の推進  

具体的施策 18 学校等における男女平等教育の推進 該当頁 P45 

取り組み項目 （１）学校等の活動全体の中での男女平等・人権尊重の精神の育成 

具体的な内容 
小・中学校及び義務教育学校の教育課程に人権教育の指導計画を位置づけ、子どもの発達段階に応じた人権尊重、男女平等の教育を

行います。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

学校教育課 各学校の児童生徒の実態

に応じた人権尊重、男女平

等など指導計画に基づき 12

月に人権集会を実施した。 

各学校の児童生徒の実態

に応じた人権尊重、男女平

等など指導計画に基づき 12

月に人権集会を実施した。 

 

 

   

取り組み項目 （２）教育関係者に対する男女共同参画の意識啓発の充実 

具体的な内容 
・小・中学校教職員を対象に、人権尊重及び男女平等に関する研修会を実施します。 

・関係機関と連携して人権教育に関する講演会を実施します。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

教育センター 教職経験１１年目の全教諭

（１５名）を対象に、男女共同

参画を踏まえたワークライフ

バランスについて、研修を１

回実施した。 

 

 

 

教職経験１１年目の全教諭

（３４名）を対象に、男女共同

参画を踏まえたワークライフ

バランスについて集合研修

(※)を１回実施した。 

 

   

学校教育課 教職員、一般、ＰＴＡ対象に

講演会を 1回実施した。 

９０名の参加があった。 

 

 

 

教職員、一般、ＰＴＡ対象に

講演会を 1回実施した。 

８５名の参加があった。 
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具体的施策 19 多様な学習機会の提供 該当頁 P45 

取り組み項目 （１）社会教育施設等における学習機会の充実 

具体的な内容 
地区コミュニティセンターや教育集会所等の社会教育施設等で実施する主催講座において、男女平等をはじめ、人権教育に関する学習機

会の充実を推進します。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

社会教育課 教育集会所及び各地区コミ

ュニティセンターにおいて、

人権・同和教育講座及び講

演会を実施した。 

（実績） 

・教育集会所：16回、193人 

・コミュニティセンター： 

10回、233人 

 

 

教育集会所及び各地区コミ

ュニティセンターにおいて、

人権・同和教育講座及び講

演会を実施した。 

（実績） 

・教育集会所：15回、164人 

・コミュニティセンター： 

29回、734人 
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主要課題（７）意識改革に向けた啓発・普及の推進 

数値目標 
実績値 

R3 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 
目標値 担当課 

８ 「スピカ」で実施するセミナー、講
演会等の回数 

21回 33回 31回   ★ 21回 
人権男女共同参画
課 

★は目標達成年度 

 

具体的施策 20 男女共同参画の視点に立った意識啓発 該当頁 P47 

取り組み項目 （１）人権啓発講演会等による啓発活動の実施 

具体的な内容 
各町内での学習会への出前講座、人権教育研究会における研修の実施、企業への出前講座など様々な人を対象とした男女共同参画をは

じめとした人権に関する研修を実施します。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

人権男女共同
参画課 

・人権啓発講演会「ネット社

会の人権」110人 

・人権啓発映画上映会「梅

切らぬバカ 485人 

・地域での講座 2か所 33人 

・企業への出前講座 1 か所

46人 

・人権啓発講演会「こうのと

りのゆりかごから始まる第 2

の人生」266人 

・人権啓発映画上映会「カラ

ンコエの花」20人 

・地域での講座 1か所 12人 

・企業への出前講座 1 か所

42人 

   

社会教育課 教育集会所及び各地区コミ

ュニティセンター等におい

て、人権・同和教育講座及

び講演会を実施した。 

（実績） 

・教育集会所：16回 

・コミュニティセンター：10回 

・出前講座：3回 

教育集会所及び各地区コミ

ュニティセンター等におい

て、人権・同和教育講座及

び講演会を実施した。 

（実績） 

・教育集会所：15回 

・コミュニティセンター：29回 

・出前講座：2回 

   

学校教育課 人権教育研修会を教職員、

ＰＴＡ、一般向けに１回実施

をした。 

人権教育研修会を教職員、

ＰＴＡ、一般向けに１回実施

をした。 
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取り組み項目 （２）スピカを利用した情報の提供や啓発の実施 

具体的な内容 

・固定的な性別役割分担意識・無意識の思い込みを解消するため、あらゆる機会を捉えて意識改革と理解の促進を図ります。 

・「生理の貧困」の問題は、経済的な問題だけでなく家庭環境や理解不足などの要因もあるため生理を取り巻く情報を周知し、理解促進を図

ります。 

・啓発週間や月間等に併せて、図書交流コーナーでの情報提供を積極的に実施します。 

・市民団体や企業が男女共同参画に関する活動やその他研修などに利用するため、研修室等の貸し出しを行います。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

人権男女共同
参画課（●8） 

・講演会セミナー等 

計 33回 2,060人 

・交流コーナー利用 

10,768人 

・図書貸出 153件 

・貸室利用者 述 10,647人

（うち目的利用 7,769人） 

・講演会セミナー等 

計 31回 2,211人 

・交流コーナー利用者 

11,369人 

・図書貸出 167件 

・貸室利用者 述 9,217人 

（うち目的利用 6,927人） 

   

取り組み項目 （３）性の多様性に対する理解の促進 

具体的な内容 
・性の多様性に対する理解を深めるため、広報等による啓発に努めます。 

・市職員に対しても理解促進のため研修を行います。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

人権男女共同
参画課 

職員課と共催して性の多様

性に対する理解を深めるた

めの人権啓発研修会を実

施（R6.2.8実施） 

・採用 10年目職員 

 受講者 59名 

・新任課長補佐職 

 受講者 39名 

・課長級以上職員 

 受講者 3名 

職員課と共催して性の多様

性に対する理解を深めるた

めの人権啓発研修会を実

施（R7.1.14実施） 

・採用 10年目職員 

 受講者 66名 

・新任課長補佐職 

 受講者 54名 

・課長級以上職員 

 受講者 1名 

   

職員課 人権男女共同参画課と共

催して人権研修を実施（実

績は上記のとおり） 

人権男女共同参画課と共

催して人権研修を実施（実

績は上記のとおり） 
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具体的施策 21 広報等における取り組みの推進 該当頁 P47 

取り組み項目 （１）広報・啓発活動の推進 

具体的な内容 
女性だけでなく、男性、子ども、若者などあらゆる層に男女共同参画社会の形成について、広報・ＳＮＳでの情報発信やイベント等での機

会を捉え啓発活動を行います。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

人権男女共同
参画課 

・キラっ都させぼラジオ版及

びインスタグラムで男女共

同参画週間や男女共同参

画都市させぼ宣言の日のイ

ベント等について案内を行

った。 

・キラっ都させぼラジオ版及

びインスタグラムで男女共

同参画週間や男女共同参

画都市させぼ宣言の日のイ

ベント等について案内を行

った。 

 

   

取り組み項目 （２）男女共同参画の視点に配慮した広報 

具体的な内容 広報紙・刊行物等を作成する際に、男女共同参画の視点に配慮します。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

広報広聴課 広報させぼを編集する際

に、用語集を参考にするな

どして、性別イメージの固定

化につながらないような表

現に留意した。(※) 

（実績） 

広報させぼ発行部数  

約 10万部／月 

 

広報させぼを編集する際

に、用語集を参考にするな

どして、性別イメージの固定

化につながらないような表

現に留意した。(※) 

（実績） 

広報させぼ発行部数  

約 9.8万部／月 
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基本目標Ⅲ 安全・安心な暮らしの実現   

 

主要課題（８）女性等に対するあらゆる暴力の根絶 

数値目標 
実績値 

R3 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 
目標値 担当課 

９ ＤＶ防止講座の実施回数 8回 14回 11回   ★ 10回 
人権男女共同参画
課 

★は目標達成年度 

  

具体的施策 22 多様な機会をとらえた意識啓発 該当頁 P50 

取り組み項目 （１）ＤＶを防ぐ意識啓発の推進 

具体的な内容 ＤＶやセクハラ等の根絶に向けて広く地域社会や学校、企業団体への啓発セミナーを開催し、また、広報による情報発信を行います。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

人権男女共
同参画課 

・「女性の人権について」の新

聞折込 

・女性相談室のカードを作成

し、本庁１階、すこやかプラザ

１階・４階の女子トイレへ設置 

・「女性の人権について」の新

聞折込 

・女性相談室のカードを作成

し、本庁１階、すこやかプラザ

１階・４階の女子トイレへ設置 

   

取り組み項目 （２）出前講座などによる人権啓発講演等の実施 

具体的な内容 公民館等を活用して、人権尊重を目的とした出前講座等により、意識啓発を行います。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

社会教育課 教育集会所及び各地区コミュ

ニティセンター等において、人

権・同和教育講座及び講演

会を実施した。 

（実績） 

・教育集会所：16回、193人 

・ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ：10回、233人 

・出前講座：3回、272人 

 

教育集会所及び各地区コミュ

ニティセンター等において、人

権・同和教育講座及び講演会

を実施した。 

（実績） 

・教育集会所：15回、164人 

・ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ：29回、734人 

・出前講座：2回、233人 
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具体的施策 23 学校における教育  該当頁 P50 

取り組み項目 （１）道徳教育の充実 

具体的な内容 
小・中学校の生活において、学び合う中で友情を育み、人間関係を築き、異性についての理解を深めることをとおして、互いの人格を尊重

する道徳教育を充実させ、意識の醸成に努めます。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

学校教育課 学習指導要領の内容項目

（B 主として人との関わりに

関すること［友情、信頼］）に

基づき、各学校の道徳の授

業を通して、児童生徒の意

識の醸成をはかった。 

学習指導要領の内容項目

（B 主として人との関わりに

関すること［友情、信頼］）に

基づき、各学校の道徳の授

業を通して、児童生徒の意

識の醸成をはかった。 

 

   

取り組み項目 （２）ＤＶ予防の取り組み 

具体的な内容 
・各学校に対して、ＤＶ予防に関する情報提供を行います。 

・市内の学校において人権教育を充実させ、デートＤＶ予防講座を行い、早期啓発を行います。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

学校教育課 関係機関と連携をし、デート

ＤＶの予防講座等を利活用

することで児童生徒への早

期啓発を図った。 

関係機関と連携をし、デート

ＤＶの予防講座等を利活用

することで児童生徒への早

期啓発を図った。 

   

人権男女共同
参画課（●9） 

・デートＤＶ予防セミナーの

実施 12校 936人参加 

 

 

・デートＤＶ予防セミナーの

実施 10校 974人参加 
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具体的施策 24 ＤＶ等あらゆる暴力への対策の推進 該当頁 P51 

取り組み項目 （１）相談窓口の周知・充実 

具体的な内容 
・市や県の相談窓口を広報するとともに、被害者に様々な相談機関があることを周知します。 

・女性相談室で安心して相談できるような環境をつくり、相談員の資質の向上を図ります。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

人権男女共同
参画課 

・第 2 第 4 土曜の出張女性

相談について広報やＨＰに

毎月掲載。 

・女性相談室の周知カードを

本庁１階、すこやかプラザ１

階・４階の女子トイレへ設置 

 

・第 2 第 4 土曜の出張女性

相談について広報やＨＰに

毎月掲載。 

・女性相談室の周知カードを

本庁１階、すこやかプラザ１

階・４階の女子トイレへ設置 

 

   

取り組み項目 （２）高齢者への虐待防止 

具体的な内容 
・虐待を未然に防止するために、広く市民に対して啓発を行います。 

・関係者の研修会や講演会を開催して専門的知識の向上と担うべき役割の意識付けを図り、虐待の早期発見・早期対応に努めます。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

長寿社会課 高齢者虐待防止ネットワー

ク委員会（2 回/年）、検討会

（2 回/年）等を開催し、関係

者の専門的知識の向上や

高齢者虐待防止ネットワー

ク(※)の推進を図った。 

・市民を対象とした虐待防止

講演会は認知症講演会と隔

年開催するため、R6年度に

開催を計画している。 

・虐待相談が 67 件あり、す

べて対応した。 

 

高齢者虐待防止ネットワー

ク委員会（2 回/年）、検討会

（2 回/年）等を開催し、関係

者の専門的知識の向上や

高齢者虐待防止ネットワー

ク(※)の推進を図った。 

・市民を対象とした虐待防止

講演会は認知症講演会と隔

年開催するため、R6年度に

開催した。 

・虐待相談が、養護者による

虐待 44 件、養介護施設従

事者による虐待が 13 件あ

り、すべて対応した。 
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取り組み項目 （３）障がいのある人への虐待防止 

具体的な内容 

・定期的な見守りや関係者の講習充実など、障がい者虐待防止の周知・啓発及び早期発見に努めるとともに、関係機関等との連携協力体

制の強化を図ります。 

・プライバシーについての配慮とあわせて、相談しやすい窓口とします。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

障がい福祉課 ・障がいサービス事業所向

け研修会の開催（基礎講座

75名参加） 

・障がいサービス事業所向

け研修会専門講座とケース

カンファレンスを同時開催

（144名参加） 

・広報させぼに障がい者虐

待防止に関する記事掲載 

・相談件数 22件 

 

障がいサービス事業所向け

研修会の開催（基礎講座 66

名参加） 

・障がいサービス事業所向

け研修会専門講座の開催

（65名参加） 

・広報させぼに障がい者虐

待防止に関する記事掲載 

・相談件数 38件 

   

 

 

具体的施策 25 被害者の救済と援助  該当頁 P51 

取り組み項目 （１）被害者への相談支援 

具体的な内容 
・被害者に庁内や関係機関と連携して必要な支援を行います。 

・住民基本台帳情報閲覧制限の支援対象者に関する庁内連携の体制を整備します。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

人権男女共同
参画課 

・相談内容に応じて子育て

関係や警察、就労支援など

専門部署へつないだ。 

（実績 157人） 

 

・相談内容に応じて子育て

関係や警察、就労支援など

専門部署へつないだ。 

（実績 153人） 

   

取り組み項目 （２）母子の救済に関する相談・支援 

具体的な内容 配偶者からの暴力等により、心身に危険が生じた母子を関係施設に緊急避難させ、母子の身柄の安全確保と自立の支援を行います。 
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担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

子ども子育て応
援センター 
（すこやか子ど
もセンター） 

DV 関係の相談に対応し、

必要な助言や関係機関との

連携を実施した。 

DV関係相談件数  58件 

（うち緊急避難対応件数 3

件） 

DV 関係の相談に対応し、

必要な助言や関係機関との

連携を実施した。 

DV関係相談件数  54件 

（うち緊急避難対応件数 0

件） 

   

取り組み項目 （３）住民基本台帳閲覧等制限による支援 

具体的な内容 
婦人相談員及び警察など関係機関等との連携により、申し出のあったＤＶ被害者に対し住民基本台帳閲覧制限及び住民票の発行停止

と、本市に本籍を有する者の戸籍の附票の発行停止の支援を行います。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

戸籍住民窓口
課 

申出をされた DV 被害者等

に対し住民基本台帳事務に

おける支援措置を実施し、

適切、迅速な支援を行った。 

支援措置 

対象者 ４３１件 

（同時支援者含む人数   

９２５人） 

申出をされた DV 被害者等

に対し住民基本台帳事務に

おける支援措置を実施し、

適切、迅速な支援を行った。 

支援措置 

対象者 ４４７件 

（同時支援者含む人数 

９７３人） 

   

取り組み項目 （４）市営住宅の優先入居の支援 

具体的な内容 婦人相談員及び家庭相談員等との連携により、ＤＶ被害者に対し市営住宅の優先入居に関する支援を行います。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

住宅課 関係機関と連携し、DV被害

者の優先入居を４件実施し

た。 

また、優先入居に至らなか

った DV 被害者に対しても、

相談機関や福祉事務所等を

案内した。 

関係機関と連携し、DV被害

者の優先入居を３件実施し

た。 

また、優先入居に至らなか

った DV 被害者に対しても、

相談機関や福祉事務所等を

案内した。 
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主要課題（９）生活上の困難を抱える人が安心して暮らせる環境の整備 

数値目標 
実績値 

R3 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 
目標値 担当課 

10 学習会（中学生の部）の実施回
数 

67回 100回 94回   ★ 92回 生活福祉課 

★は目標達成年度 

 

具体的施策 26 貧困や高齢、障がい等により困難を抱えた人への支援 該当頁 P53 

取り組み項目 （１）高齢者への支援 

具体的な内容 

・高齢者宅への家庭訪問や窓口等での相談による支援や住み慣れた地域で安心して生活できるよう介護予防や孤立化防止、また生きが

いづくりや社会参加を促進する体制づくりに取り組みます。 

・高齢者の臨時的かつ短期的な就業機会を確保するために、「シルバー人材センター」による支援を行います。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

長寿社会課 長寿社会課や地域包括支

援センター等の窓口におい

て、高齢者やその家族から

相談を受け付け、適切に対

応した。 

相談件数：19,637件 

 

長寿社会課や地域包括支

援センター等の窓口におい

て、高齢者やその家族から

相談を受け付け、適切に対

応した。 

相談件数：19,347件 

   

商工労働課 シルバー人材センターに対

して事業運営補助金(※)の

支出を行った。 

【実績】 

就業率 79.0％ 

(前年度比+1.5％) 

 

 

 

シルバー人材センターに対

して事業運営補助金(※)の

支出を行った。 

【実績】 

就業率 80.5％ 

(前年度比+1.5％) 
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取り組み項目 （２）障がい者への支援 

具体的な内容 

・地域での安定した生活を安心して送れるよう、各種障がい福祉サービスを適切に提供していくとともに、特別障害者手当など各種手当の

給付や福祉医療制度により医療費の助成などを行います。 

・関係機関と連携して、障がい者のための就職面談会や職業訓練の開催について周知・啓発に努め、就労機会の確保を支援します。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

障がい福祉課 医療費の自己負担を軽減

し、安心して生活できるよう

に支援した。 

福祉医療費支給 

件数：97,313件 

総額：33,658万円 

 

 

 

医療費の自己負担を軽減

し、安心して生活できるよう

に支援した。 

福祉医療費支給 

件数：94,881件 

総額：33,684万円 

   

商工労働課 労働局やハローワーク、福

祉事務所が開催する面接会

(※)の運営及び周知広報に

協力した。 

 

 

 

労働局やハローワーク、福

祉事務所が開催する面接会

(※)の運営及び周知広報に

協力した。 

   

取り組み項目 （３）生活困窮世帯等への学習支援 

具体的な内容 
生活保護世帯及び生活困窮世帯の小学生・中学生を対象とした学習支援を行い(※)、学力向上、高校進学率の向上を図ることにより貧困

の連鎖の防止につなげます。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

生活福祉課 
（●10） 

・開催回数１００回 

・参加人数 ３５名 

 

 

 

・開催回数 ９４回 

・参加人数 ２６名 
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具体的施策 27 ひとり親家庭の生活安定と自立の促進 該当頁 P53 

取り組み項目 （１）相談体制の充実と自立援助の促進 

具体的な内容 

・就業に結びつきやすい資格取得を目指される方へ、講座受講費の一部を負担する自立支援教育訓練給付金や修業期間中の生活費の

負担を軽減するための高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、母子父子寡婦福祉資金の貸付を行います。 

・ひとり親家庭への就労支援や相談業務の充実を図るとともに、事業のさらなる周知に努めます。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

子ども支援課 ①各種給付金の支給(※)に

より、就労に有利な資格取

得の支援を行った。 

②ひとり親家庭の保護者の

資格取得や、児童の進学等

に必要な経費の貸付を行っ

た。 

① ,②述べ相談件数  783

件 

③就労を希望するひとり親

への就労支援を行った。 

③述べ相談件数 29件 

 

 

 

①各種給付金の支給(※)

により、就労に有利な資格

取得の支援を行った。 

②ひとり親家庭の保護者の

資格取得や、児童の進学等

に必要な経費の貸付を行っ

た。 

①,②延べ相談件数 560件 

③就労を希望するひとり親

への就労支援を行った。 

③延べ相談件数 

9件 
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主要課題（10）生涯を通じた健康支援 

数値目標 
実績値 

R3 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 
目標値 担当課 

11 プレパパ学級の父親の参加人数 53人 98人 67人   ★ 60人 

子ども保健課（すこ
やか子どもセンタ
ー） 

12 「いのちのお話会」の実施回数 8回 32回 32回   ★ 33回 

子ども保健課（すこ
やか子どもセンタ
ー） 

★は目標達成年度 

 

具体的施策 28 妊娠・出産に関わる保健医療対策の充実 該当頁 P55 

取り組み項目 （１）妊娠・出産に関する支援 

具体的な内容 

・妊娠時の心身健康の向上を目指し、母子健康手帳交付時等において関係情報の提供を行います。 

・父親の育児参加促進のため父子健康手帳の配布とプレパパ学級への父親の参加を促進します。併せて、不妊に関する相談支援体制を

充実していきます。経済的な理由により入院助産ができない妊産婦に費用の助成を行います。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

子ども保健課
（すこやか子ど
もセンター） 
（●11） 

・妊婦相談（母子健康手帳

交付）の実施（1,464人） 

・初めて父親になる方に対し

て、父子手帳を交付 

（603人） 

・プレパパ学級（両親学級）

の実施（137 人。うち父のみ 

98人） 

・妊婦相談（母子健康手帳

交付）の実施（1,485人） 

・初めて父親になる方に対し

て、父子手帳を交付 

（637人） 

・プレパパ学級（両親学級）

の実施（134 人。うち父のみ 

67人） 

   

子ども子育て応
援センター（す
こやか子どもセ
ンター） 

入院助産が必要な妊産婦に

対して、助産施設の利用を

決定した（5件） 

入院助産が必要な妊産婦に

対して、助産施設の利用を

決定した（2件） 
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取り組み項目 （２）小児、周産期医療の充実 

具体的な内容 佐世保市医療政策推進計画の推進を図り、県と連携して、小児、周産期医療の維持に努めます。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

医療政策課 医師会等と連携し、引き続

き、医療体制の維持に努め

た。新たに小児科・産婦人

科を対象とした診療所新規

開設・承継支援事業補助金

制度(※)を立ち上げ、医療

提供体制確保に資する取り

組みを推進した。 

医師会等と連携し、引き続

き、医療体制の維持に努め

た。小児科・産婦人科を対

象とした診療所新規開設・

承継支援事業補助金制度

(※)により、小児科２件を支

援することによって、医療提

供体制確保を推進した。 

   

 

具体的施策 29 適切な性教育の推進 該当頁 P55 

取り組み項目 （１）発達段階に応じた性教育の実施 

具体的な内容 
・庁内性教育連絡会において、関係各課と連携を図り、望まない妊娠や性感染症を防ぐための啓発を行います。 

・幼児、小・中学生、高校生、大学生を対象に、発達段階に応じた性教育について実施方法の検討を重ねながら継続して行います。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

感染症対策課 ・性感染症予防健康教育 

中学校 1か所  

高校 3か所（※1か所の高校は

学部別で 2回実施） 

短大 1か所  

総数：1,153人 

・市内の高校生等に対して、

性感染症の予防・妊娠出

産・ライフプランに関する講

話と性感染症の感染を表し

たゲームを実施 

・前年度同様冊子を配付

（1,153冊） 

・庁内連絡会実施 

・性感染症予防健康教育 

高校 4か所 短大 1か所 

総数：1,699人 

・市内の高校生等に対して、

性感染症の予防・妊娠出

産・ライフプランに関する講

話・ワクチン接種による性感

染症の予防・性感染症の感

染を表したゲーム等を実施 

・性的同意についての動画

を視聴 

・前年度同様冊子を配付

（1,699冊） 

・庁内連絡会実施 
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担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

子ども保健課
（すこやか子ど
もセンター） 
（●12） 

・幼児向け性の健康教育

「いのちのお話会」を実施し

た。 

実施園：29 ヶ所 

実施回数：32回 

参加者：1,152人 

・実践スタッフ養成講座を実

施した。 

全 4回 

受講者数 16名 

・実践スタッフ定例会を 10

回開催した 

 

・幼児向け性の健康教育

「いのちのお話会」を実施し

た。 

実施園：31 ヶ所 

実施回数：32回 

参加者：1,140人 

・実践スタッフ定例会を 10

回開催した。 

 

   

学校保健課 ・性教育研修会 

対象：教職員、保護者 

実績回数：１回 

参加者：１４９人 

 

・性教育研修会 

対象：教職員、保護者 

実施回数：１回 

参加者：１６９名 
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具体的施策 30 生涯にわたる健康の保持増進 該当頁 P55 

取り組み項目 （１）女性の健康保持のための相談・保健指導等の充実 

具体的な内容 

・市民の健康保持・増進に関する啓発や情報提供及び健康相談体制の充実を図り、女性特有の疾病については、NPO 法人と協働した取

り組みによる啓発に努めます。 

・がんの早期発見のため、保健所や医療機関において、がん検診を実施し、受診機会の確保・拡大を図ります。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025)  R9(2027) 

健康づくり課 ・がん検診受診者 

子宮 10,282人 

乳がん 6,905人 

・女性がん検診実施 

（集団検診 5回、うち託児付

き 1回） 

・骨粗しょう症検診 

（2回、181人） 

・NPO 法人との協同取り組

み 1回 

・女性の健康週間に合わせ

て市ホームページにスマー

ト・ライフ・プロジェクト、女性

の健康推進室ヘルスケアラ

ボの情報を掲載。 

 

・がん検診受診者 

子宮 10,615人 

乳がん 7,066人 

・女性がん検診実施 

（集団検診 6回、うち託児付

き 2回） 

・骨粗しょう症検診 

（3回、221人） 

・NPO 法人との協同取り組

み 1回 

・女性の健康週間に合わせ

て市ホームページ掲載。連

絡通路においてパネル展

示、チラシ、パンフレットを

設置。 

 

   

 

 

 

主要課題（11）防災等における男女共同参画の推進 

数値目標 
実績値 

R3 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 
目標値 担当課 

13 消防職に占める女性吏員の割
合  

3.2％ 3.5％ 4.0％  ★  5.9％ 消防局総務課 

★は目標達成年度 

36



 

 

具体的施策 31 男女共同参画の視点を取り入れた防災・復旧・復興対策の推進 該当頁 P57 

取り組み項目 （１）男女共同参画の視点に立った防災・復旧・復興対策の推進 

具体的な内容 
・男女のニーズの違い等、男女共同参画の視点に配慮した防災対策等を推進します。 

・関係機関と連携し、被災時における暴力等の防止や被災者のケアに努めます。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

・防災危機管理
局 
・人権男女共同
参画課 

佐世保市防災会議(※)を

開催 

委員数５１人 うち女性４人 

佐世保市防災会議(※)を開

催 

委員数５１人 うち女性４人 

   

 

具体的施策 32 消防分野における男女共同参画の推進 該当頁 P57 

取り組み項目 （１）柔軟な発想や価値観を活かした安全・安心なまちづくりの推進 

具体的な内容 
・消防が女性にとっても魅力ある職業であることを積極的に広報し、女性の視点を取り入れた消防行政の推進に努めます。 

・消防団組織のさらなる活性化を図り地域ニーズに応えるため、女性消防団員の加入促進と活躍推進に努めます。 

担当課 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

消防局総務課 
（●13） 

・採用広報 

FM させぼ（ラジオ）及びテ

レビさせぼに出演 

・女性消防団員の人材教育

(※)教育機関へ３名派遣し

たほか、独自に策定した女

性消防団員向けの教育プ

ログラムに基づき、個人の

資質向上と組織力強化を目

的として研修を実施 

・女性活躍推進(※) 

消防局内に女性活躍推進

検討チームをつくり、だれも

が働きやすい職場づくりや

採用増加の取組みについ

て研究を実施 

・採用広報 

FM させぼ（ラジオ）に出演

及び学生等へ向けた採用

広報イベントへの参加 

・女性消防団員の人材教育

(※)教育機関へ３名派遣し

たほか、独自に策定した女

性消防団員向けの教育プ

ログラムに基づき、個人の

資質向上と組織力強化を

目的として研修を実施 

・女性活躍推進(※) 

消防局内に女性活躍推進

検討チームをつくり、女性

の視点を取り入れた職場づ

くりや採用増加の取組みに

ついて研究を実施 
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事業概要説明シート

10 7
再就職希望者に対する援助
の充実

(1) 離職者の再就職支援 商工労働課 無料職業紹介事業 「させぼお仕事情報プラザ」により市内在住女性の就職支援を実施。

10 8 起業を目指す女性への支援 (1) 起業を目指す女性への情報提供 商工労働課 産業コーディネート事業
産業コーディネータの配置による新規創業や市内企業の経営相談、
企業訪問を実施。

14 12
多様な働き方を可能とする
就業環境の整備

(1)
多様な働き方や就労環境の整備に
関する支援制度の普及

商工労働課 デジタル化支援事業補助金
市内中小企業のデジタル化促進を目的として、テレワークなどの多
様な働き方の実践や、業務効率化などの生産性向上に向けた取り組
みに係る経費の一部を補助するもの。

16 15
家庭生活における男女共同
参画の促進

(1)
家事・育児・介護への男性の参画促
進

幼児教育センター 父親向け育児講座 父親とその家族等を対象に育児の促進を図る。

17 16 子育て支援策の充実 (1)
多様な利用者のニーズに対応した
保育サービスの充実

保育幼稚園課 延長保育事業
11時間の通常開所時間を超えて在園児を保育する保育所等に対
し、事業の実施に必要な経費を補助する。

17 16 子育て支援策の充実 (1)
多様な利用者のニーズに対応した
保育サービスの充実

保育幼稚園課 病児保育事業
病気中や病気療養中の児童を家庭でみることができない場合に、一
時的に子どもを預かる病児保育室の運営を市内5か所の小児科に
委託する。

17 16 子育て支援策の充実 (1)
多様な利用者のニーズに対応した
保育サービスの充実

保育幼稚園課 障がい児保育事業
障がい児を受け入れ、障がい児担当職員を加配する保育所等に対
し、担当職員の雇用に係る経費を補助する。

18 16 子育て支援策の充実 (2) 放課後児童への支援体制の充実 子ども政策課 児童クラブ事業

児童福祉法第6条の３第２項に基づき、小学校に就学している子ど
もであって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、
授業終了後等における適切な遊び及び生活の場を提供し、子どもの
健全な育成を図る。

18 16 子育て支援策の充実 (3)
子育てに関する相談支援体制の整
備

保育幼稚園課 子育て環境づくり推進事業
幅広い子育て支援事業の展開により、子育て中の家庭への支援を図
る。

18 16 子育て支援策の充実 (3)
子育てに関する相談支援体制の整
備

子ども政策課
ファミリーサポートセンター
運営事業

児童福祉法第21条の9の規定に基づき、育児の援助を受けたい人
と援助をしたい人で会員組織をつくり、地域での子育て環境を整え
る。

19 17 介護支援の充実 (1)
要介護高齢者等のニーズに応じた
介護サービスの充実

長寿社会課 介護教室

介護技術の習得や介護サービスについての情報提供、助言を主な内
容とし、市内各圏域で開催することにより、介護者への支援を行う
もの。
開催を希望する事業所が減少し十分な開催回数が確保できなく
なったこと、佐世保市出前講座など別の事業で代替が可能であるこ
とから令和5年度で事業を廃止した。

19 17 介護支援の充実 (1)
要介護高齢者等のニーズに応じた
介護サービスの充実

長寿社会課 介護者リフレッシュ事業
在宅で要介護１以上のものを介護している家族を対象に、介護者同
士の交流や心身のリフレッシュを図るもの。（令和6年度はランチ交
流会を開催し、8名が参加　予算 443千円)

19 17 介護支援の充実 (1)
要介護高齢者等のニーズに応じた
介護サービスの充実

長寿社会課 おむつ購入費支給事業
日常的におむつが必要な在宅の高齢者などに対し、おむつ購入費を
支給することにより、要介護者及び家族の精神的・経済的負担を軽
減するもの。（予算28,525千円）
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20 18
学校等における男女平等教
育の推進

(2)
教育関係者に対する男女共同参画
の意識啓発の充実

教育センター 教育センター事業
教職経験１１年目の全教諭を対象に、男女共同参画を踏まえたワー
クライフバランスについて集合研修を実施。

24 21
広報等における取り組みの
推進

(2)
男女共同参画の視点に配慮した広
報

広報広聴課 市政情報提供事業
「広報させぼ」を毎月１回、Ａ４版２４ページで約９８，０００部発行す
る。

27 24
ＤＶ等あらゆる暴力への対策
の推進

(2) 高齢者への虐待防止 長寿社会課 高齢者への虐待防止

①高齢者虐待防止及び対応策の検討を行う高齢者虐待ネットワーク
委員会の開催（2回/年）
②高齢者虐待事例を通して諸問題の早期発見・介入するため関係機
関との支援体制の強化や専門知識の充実と対応技術の向上を図る
ため高齢者虐待防止ネットワーク検討会の開催（2回/年）
③高齢者虐待に対する正しい知識の普及と啓発を目的とした講演
会の開催（隔年おきに実施。R6年度実施）
④高齢者虐待ケースについて、支援経過の確認、今後の方針を検討
する虐待モニタリング等を実施。（予算　797千円）

30 26
貧困や高齢、障がい等により
困難を抱えた人への支援

(1) 高齢者への支援 商工労働課
シルバー人材センター事業
運営補助金

高年齢者の多様な就業機会を確保することで、生きがいづくりや社
会参加の促進を図ることを目的として事業を展開しているシルバー
人材センターに対し、補助金を交付するもの。

31 26
貧困や高齢、障がい等により
困難を抱えた人への支援

(2) 障がい者への支援 商工労働課 障害者就職面接会 労働局・県との共催で、年１回開催している。

31 26
貧困や高齢、障がい等により
困難を抱えた人への支援

(3) 生活困窮世帯等への学習支援 生活福祉課 学習支援事業

生活困窮世帯や生活保護世帯の中学生を対象に、基礎学力の定着、
学習意欲の向上、社会性の向上などを目指し、学習支援会を実施す
るほか、生活困窮世帯や生活保護世帯の小学生・中学生及び保護者
を対象に家庭教育の相談支援を行う家庭教育支援を実施している。

32 27
ひとり親家庭の生活安定と
自立の促進

(1) 相談体制の充実と自立援助の促進 子ども支援課 母子家庭等自立支援事業 ひとり親家庭の自立を支援するために、就労支援を行う事業

34 28
妊娠・出産に関わる保健医療
対策の充実

(2) 小児、周産期医療の充実 医療政策課 地域医療推進事業

地域医療の重要な担い手である医師（小児科医・産科医）を確保する
ことを目的に市内診療所の新設又は承継にかかる費用の一部を補
助することにより、市民が安心して小児・周産期医療サービスを受け
る体制を維持するもの。

37 31
男女共同参画の視点を取り
入れた防災・復旧・復興対策
の推進

(1)
男女共同参画の視点に立った防
災・復旧・復興対策の推進

防災危機管理局 防災会議
災害対策基本法第42条に基づき、佐世保市地域防災計画に必要な
修正・検討を加え、佐世保市防災会議条例に基づく佐世保市防災会
議でこれを審議し、決定修正する。

37 32
消防分野における男女共同
参画の推進

(1)
柔軟な発想や価値観を活かした安
全・安心なまちづくりの推進

消防局総務課 人材育成事業

・人材教育
女性消防団員を教育機関へ３名派遣したほか、独自に策定した教育
プログラムに基づき、個人の資質向上と組織力強化を目的として定
期的に研修を実施
・女性活躍推進
消防局内で女性活躍推進検討チームを立ち上げ、女性の視点を取り
入れた職場づくりや採用増加の取組みについて研究を実施。

39


